
 
 

 

千葉県立障害者高等技術専門校設置管理条例施行規則の一部を改正する規則の概要 

 
 

１ 改正理由 

千葉県立障害者高等技術専門校設置管理条例が改正され、千葉県立障害者高等技術

専門校の名称が千葉県立障害者テクノスクールに変更されたことから、千葉県立障害

者高等技術専門校設置管理条例施行規則について所要の改正を行った。 

 

２ 改正内容   

  新旧対照表のとおり 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日  


